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〔午後 2時 0分  開会〕 

1．開会 

○司会 

定刻となりましたので、会議を始めさせていただきます。本日は大変お忙しい中、ご

出席を賜りまして、まことにありがとうございます。ただいまから、第1回吉野川流域住

民の意見を聴く会を開催させていただきます。私、本日の司会を務めさせていただきます

国土交通省四国地方整備局徳島河川国道事務所副所長の眞鍋です。どうぞよろしくお願い

します。 

1点、お願いがございます。喫煙についてですが、6階のロビーとなっておりますので、

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

会議に先立ちまして、配付資料のご確認をお願いいたします。配付資料の1枚目に、配

付資料一覧表がございます。ここに記載の資料を配付いたしておりますので、ご確認くだ

さい。不足がございましたら、お近くの係員までお申しつけください。 

次に、参加者の皆様にお願いいたします。本会議の参加に当たりましては、後ほど説

明いたしますグラウンド・ルールをお守りいただきますよう、お願いいたします。また、

会議の内容は公開いたしますので、発言等に当たりましては「参加者のみなさんへのお願

い」をご確認の上、マイクを通してご発言ください。マイクは係の者がお持ちいたします。

円滑な議事進行のため、ご協力いただきますよう、あわせてお願い申し上げます。 

また、本会議は公開で開催されており、速記録につきましては、会議終了後、ホーム

ページに公開する予定です。どうぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

2．あいさつ 

○司会 

それでは、お手元の「議事進行表」に従いまして、議事を進めさせていただきます。

まず初めに、開会に当たりまして国土交通省四国地方整備局河川調査官の大谷がごあいさ

つを申し上げます。 

○河川管理者 

 皆さんこんにちは。四国地方整備局河川部河川調査官の大谷でございます。きょうはち

ょっと足元が悪い中、この吉野川流域住民の意見を聴く会にご参加ありがとうございます。

開会に当たりまして一言だけあいさつさせていただきます。 

皆さん既に御存じのように、昨年11月に吉野川の整備基本方針という長期的な計画に
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つきましては、河川法に基づきまして決定しております。この法律に基づきまして、今後

二、三十年間にどのように吉野川の整備を進めていくかと、これを定めるのがきょう皆さ

んにご意見をお聞きする吉野川水系河川整備計画ということになります。 

この計画を早くつくっていきたいということなんですけど、今、ちょっとここ数日の

ニュースで御存じのように、九州とか中国とか、この梅雨前線によって非常に大きな災害、

土砂災害とか浸水被害、幸い四国の方は余り大きな被害は今のところ出ておりませんが、

出ております。昨年、一昨年を振り返りますと、この吉野川流域におきましても、たび重

なる洪水、出水や、今までになかったような大規模な渇水が発生し、流域にお住まいの皆

さん方にも多大な被害といいますか、発生したというふうに考えております。我々はこう

いう状況を踏まえまして、流域の皆さんの意見が反映した整備計画をつくり上げ、必要な

河川整備を着実に進めていくということが必要だと、このように考えております。 

そういう考えに立ちまして、先月の末ですか、6月23日に吉野川水系河川整備計画素案

を公表しまして、さらにこの意見を聴く会とか、そのほか学識経験者の会議、それから市

町村長さんとの会議、それから一般の方からさらに意見公募の方法等につきまして公表し、

現在、中上流域での会議等を進め、順次この会議を進めてきておるところでございます。 

それで、この整備計画の策定に当たりましては、専門家の方々、直接流域にお住まい

の方々、また市町村長さんたち、それぞれの立場からご意見をいただきまして、その過程

を繰り返し繰り返し行うということで、それぞれの意見をいかに整備計画の中に反映させ

ていくかということを考えながらやっています。また、いただいた意見につきましては、

その決定のプロセスにつきまして、できる限りデータとか根拠をお示しし、透明性を確保

した上で整備計画を策定していきます。 

御存じのように、吉野川流域は四国4県にまたがっておりまして、流域には多くの方々

がお住まいになっておられます。できるだけ多くの方に、それぞれの立場でのご意見を直

接こういう会議の場でお伺いし、お聞きすることが必要であるという考えのもとに、今回

このような会議を開催させていただいているわけでございます。 

今回、私どもの方から示しました吉野川水系の河川整備計画素案には、平成16年、17

年の出水とか渇水も考慮しまして、吉野川の課題を一つでも多く解決できるようにと、必

要な内容は盛り込んでいるつもりでございます。 

本日は、吉野川水系河川整備計画素案に対しまして、流域にお住まいの皆様方の直接

の、それぞれの立場から直接河川整備に対するご意見をいただきます。ご意見をお願いい
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たしまして、私のこの会議の開会のあいさつとさせていただきます。きょうはよろしくお

願いいたします。 

3．議事 

1）グラウンド・ルールの説明 

○司会 

 ありがとうございました。 

それでは、最初の議題でありますグラウンド・ルールについてご説明いたします。お

手元の資料2の「『吉野川流域住民の意見を聴く会』グラウンド・ルール」という資料に

基づきまして、要点のみをご説明させていただきます。 

2ページをおあけください。中ほどの2．2「住民の意見を聴く会」の開催概要からご説

明いたしますので、ご確認ください。 

2．2「住民の意見を聴く会」の開催概要。（1）目的。「住民の意見を聴く会」は主催

者である国土交通省四国地方整備局が吉野川水系河川整備計画を策定するに当たって、流

域住民の意見を適切に反映させることを目的に開催します。（3）開催場所。吉野川流域

に住む多くの流域住民の皆さんが幅広くご参加いただけるように、「住民の意見を聴く

会」は、表2及び資料－2に示すように、流域を3つに分けて、6会場で開催します。（4）

開催回数としまして、「住民の意見を聴く会」は平成18年度に各会場において3回程度予

定しています。ただし、必要と判断される場合、開催回数を追加します。（5）ファシリ

テータによる進行。「住民の意見を聴く会」は中立・独立な立場のファシリテータによる

進行とします。ファシリテータの中立性・独立性の確保のため、国土交通省とファシリテ

ータとの間で協定書を取り交わします。（6）公開。「住民の意見を聴く会」は公開で実

施するため、会議資料等は個人情報を除き公開します。 

3．「住民の意見を聴く会」の参加について。3．1参加の方法。参加者は吉野川流域の

市町村にお住まいの方とします。会場の都合により、参加者多数の場合は先着順とさせて

いただきます。参加に当たって事前申し込みは必要ありません。また、参加希望者はどの

会場で参加いただいても結構です。3．2開催の周知。「住民の意見を聴く会」の開催につ

いては、事前に議事次第等を周知します。3．3個人情報の保護。個人情報保護の観点から、

「住民の意見を聴く会」の運営・進行等で主催者・ファシリテータが得た個人情報は秘匿

します。3．4出席できない場合の意見の表明について。「住民の意見を聴く会」に出席で

きない場合は、「パブリックコメント」により意見の表明を行うことができます。また、
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「公聴会」に意見の発表を申し込むことができます。「住民の意見を聴く会」「パブリッ

クコメント」「公聴会」のどちらの意見についても、同等の取り扱いをします。 

4．関係者の責務等について。4．1参加者。グラウンド・ルールの遵守。参加者は、本

グラウンド・ルールを遵守することを責務とします。（2）意見の表明。参加者はできる

限り吉野川水系河川整備計画に関する意見を表明することができます。匿名で意見を表明

したい場合、別途ファシリテータを経由して意見表明ができるものとします。このとき、

意見表明者はファシリテータに氏名、住所を示すものとします。ファシリテータは意見表

明者の個人情報を国土交通省を含めて秘匿するものとします。（3）他者の意見の尊重。

参加者は他の参加者の意見表明を尊重し、他の参加者の意見表明を妨げてはなりません。

（4）進行秩序の確保。参加者は「住民の意見を聴く会」が秩序ある進行ができるよう協

力し、会議の妨げとなるような行為は慎まなければなりません。（5）個人情報の保護。

参加者は個人情報保護の観点から、参加者が得た個人情報は秘匿しなければなりません。 

4．2ファシリテータ。責任の範囲。ファシリテータは「住民の意見を聴く会」の各回

の進行方針を決定し、その進行についての責任を持つものとします。（2）責務。責務に

ついては次のとおりです。ａ．グラウンド・ルールの遵守。ｂ．役割。ｃ．中立性、独立

性の確保。ｄ．不偏性の確保。ｅ．特定の意見誘導の禁止。ｆ．個人情報の保護となって

おります。（3）権限。グラウンド・ルールの遵守。ファシリテータは会議の招集者や参

加者にグラウンド・ルールを遵守することを確認し、守られていないと判断するときには

そのことを指摘し、その遵守を求めることができます。ｂ．自己決定。ｃ．匿名による意

見表明の機会の提供。ファシリテータは、身分を明かさずに意見表明を希望する参加者に

対して、意見を提出する機会を保証する方策を提案もしくは提供できるものとします。ｄ．

情報の取得。 

4．3国土交通省。（1）責任の範囲。国土交通省は、「住民の意見を聴く会」の開催方

針及び運営方針を決定し、開催及び運営の責任を持つものとします。国土交通省は「住民

の意見を聴く会」の意見を取りまとめ、吉野川水系河川整備計画策定にできる限り反映す

る責任を持ちます。国土交通省はファシリテータを選定する責任を持ちます。（2）責務。

責務については次のとおりです。ａ．グラウンド・ルールの公表。ｂ．グラウンド・ルー

ルの遵守。ｃ．関係者の責務等の保証。ｄ．参加者の責務等の確保となっております。 

5．意見の取りまとめ及び反映について。5．1意見の取りまとめについて。（1）意見

の取りまとめの対象。「住民の意見を聴く会」における意見の取りまとめの対象は、「住
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民の意見を聴く会」開催当日の発言意見、意見記入用紙での意見、及び、ファシリテータ

を経由しての匿名による意見表明とします。（2）意見の取りまとめ。「住民の意見を聴

く会」当日の発言意見は、速記録を作成し、整理して公開します。このとき、発言者の個

人情報は非公開とします。「住民の意見を聴く会」当日の意見記入用紙での意見は整理し

て公開します。このとき、意見記入用紙に記載の個人情報は非公開とします。ファシリテ

ータを経由しての匿名による意見表明は整理して公開します。ファシリテータが知り得た

個人情報は国土交通省を含めて秘匿します。 

5．2意見の反映について。「住民の意見を聴く会」の意見は、「吉野川学識者会議」

「吉野川流域市町村長の意見を聴く会」「パブリックコメント」「公聴会」及びその他の

方法により表明された意見とともに、国土交通省が意見の内容を尊重し、できる限り河川

整備計画に反映します。河川整備計画に反映しない意見については、同様の意見を取りま

とめた上で、検討内容とともに、反映しない理由について回答を行います。上記の回答に

ついての説明を、可能な限り「住民の意見を聴く会」で行うものとします。 

以上、ルールにつきましてご説明させていただきました。なお、先ほどの説明の中で

も触れましたが、本グラウンド・ルールにつきましては、参加者の皆様に認められるため

の措置として、ホームページ等で皆様からのご意見を募っております。ご意見等がありま

したら、国土交通省徳島河川国道事務所のホームページや意見記入用紙でお寄せいただき

ますよう、お願い申し上げます。 

2）吉野川流域住民の意見を聴く会の進行について 

○司会 

それでは、次の議題であります、吉野川流域住民の意見を聴く会の進行についてご説

明させていただきます。 

 今回開催する吉野川流域住民の意見を聴く会は、公平で中立な立場から議事を進行する

ことを目的といたしております。会議の進行役を特定非営利活動法人コモンズにお願いし

ております。このような立場の方はファシリテータと言われ、近年、このような会議の進

行役として、多く導入されるようになってきております。 

それでは、ファシリテータを引き受けてくださいました特定非営利活動法人コモンズ

の副代表理事である澤田さんより、吉野川流域住民の意見を聴く会の進行についてご説明

いただきたいと思います。 

 それでは、澤田さん、よろしくお願いいたします。 
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○ファシリテータ 

 皆さん、こんにちは。ＮＰＯ法人コモンズ理事をしております澤田でございます。きょ

うは、私どもＮＰＯ法人の方でこの進行役を務めさせていただくことになりました。 

公共空間がございます。公共、公に、そしてともにの空間でございます。いわゆる多

くの人が集まります。ところが、日本ではどちらかといえば、今まで公共空間は行政の方

が主体でかかわってきたと。本来、よりよい公共空間、公と共の空間は多様な人がかかわ

って、多くの意見が集まる。そして、そんな意見がたくさん反映されるならば、いい空間

ができるだろうと。そこには市民参加があり、そして合意形成が必要だというふうに思い

ます。私たち、ＮＰＯ法人コモンズは、そういった公共空間で多様な関係者がいらっしゃ

る多くの意見、そういったことを市民参加のもと合意形成をしたいというふうな、こうい

うふうな支援を目的とする専門家集団でございます。 

今回、この住民の皆さんから意見をお伺いする会の進行役として、河川管理者の方か

ら私たちＮＰＯ法人に打診がございました。私たちは特にこういった会の進行につきまし

ては、やはり中立、独立、そして参加者の皆さんの発言の内容が本当に反映される、ある

いは参加の皆さんの個人情報保護、こういったことがやっぱり担保される必要があるとい

うふうに考えました。 

そこで、河川管理者の方に、実はこういった会の運営がきっちりと保証され、そして

公開されるといった、きょう今ご紹介がありましたグラウンド・ルール、会のルールです

ね、こういったルールであるとか、あるいは協定書を求めました。その結果、今ご紹介が

ありましたように、私たちが要望しておりました、会の運営が中立、独立してできること、

あるいは皆さんの個人情報が保護されること、あるいは匿名による意見表明ができること、

こういったようなことが可能になりました。したがいまして、私たち法人としまして、今

回の進行役をお引き受けることにしました。 

今回は、したがって、こういった中立、独立の立場での私どもＮＰＯ法人の進行によ

る運営になりますが、本当にこの会で多くの皆さんの意見が出て、そしていい、いろんな

立場の違う意見が出ることを期待したいと思います。 

皆さんの資料の中に青い資料がございます。これは河川管理者の資料ではなくて、私

たちＮＰＯ法人コモンズの資料でございます。こちらの方に、私たちの団体の概要である

とか、あるいは今回の、今申し上げました会の運営のスタンスであるとかがございます。

ぜひご一読いただきますようお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○司会 

 澤田さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、ここからの議事の進行はファシリテータにお願いいたします。本日のファシ

リテータは、コモンズのメンバーである喜多さんに務めていただけるとお伺いしておりま

す。それでは、喜多さん、よろしくお願いいたします。 

○ファシリテータ 

 皆さん、こんにちは。今、ご紹介いただきましたＮＰＯ法人コモンズの喜多と申します。

これからおよそ3時間弱の会の進行に携わりますので、ご協力をよろしくお願いしたいと

思います。 

まず最初に、皆さんに少し確認しておいていただきたいことがございますので、先ほ

どご紹介いたしました、この青いコモンズの資料なんですけれども、ホッチキスとじの方

の後ろに、「参加者のみなさんへのお願い」というふうに書いてございます。参加者の皆

さんにお願いしたい点が2つございまして、進行上のルールと発言のルールと2つございま

す。発言のルールについては後ほどご説明いたしますけれど、まず進行のルールを5点ほ

どご確認ください。 

まず、皆さん参加されている方は、年齢や職業を問わずに平等だということですね。2

番目に、わかりやすい言葉でご自身の意見を述べていただきたいということ。それから、

3番目として、ほかの方々が発言されている意見を尊重し、よく聞いていただきたいとい

うことと、その方の意見が仮にご自身の意見と違っていても、否定しないようにしていた

だきたいということ。それから4点目として、テーマに関係のないような発言は控えてい

ただきたいということ。最後に、前向きな気持ちでこの会への進行をぜひご協力いただき

たいと。この5点をお願いしたいと思います。 

 それから、本日の大きな予定について、簡単にご説明いたします。「資料1」に、本日

の「議事進行表」というのがございます。それで、まず開会あいさつ。議事（1）の今途

中なんですけれども、3）、4）、5）とございまして、河川管理者である国土交通省の方

から、今回の河川整備計画素案について説明をしていただきます。説明時間はおおむね1

時間ほどになると思いますけども、少し長くなりますので、間に、3時過ぎに一度休憩を

挟みまして、整備計画の素案説明をしていただくと。その後、4時ぐらいになりますけれ

ども、4時ごろからおよそ1時間になりますけれども、整備計画素案について、皆さん方の

ご意見あるいはご質問をいただくというような予定になっております。 
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もう1つ、今回、意見記入用紙というのが2種類ございます。1つは「資料3」となって

いるものですね。こちらについては、皆さんのご意見を記入していただいて、直接河川管

理者である国土交通省の方に意見を伝えるというルートになります。 

もう1つ、ブルーの方ですね、ホッチキスとじじゃないものが裏表ございますけれども、

こちらについては匿名による意見表明ということで、国土交通省にお名前を知られたくな

いけれども、ちゃんと意見は言っておきたいという方、もしいらっしゃれば、直接これに

記入していただいて私どもにお渡しいただいても結構ですし、ファクス番号が書いてござ

いますので、こちらにファクスをいただいても結構です。それから、表の中ほどにインタ

ーネットとございまして、インターネットホームページ上でも意見募集をしておりますの

で、匿名で意見表明されたい方は、ぜひこういったチャンネルをご活用いただければと思

います。 

3）吉野川水系河川整備計画策定の流れ 

4）吉野川水系河川整備計画の策定に向けて 

5）吉野川水系河川整備計画【素案】 

○ファシリテータ  

それでは、早速、河川整備計画素案の説明をしていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

○河川管理者 

 皆様、私、徳島河川国道事務所の副所長をしております山地でございます。よろしくお

願いいたします。きょうはお忙しい中、意見を聴く会ということでお越しくださいまして、

本当にありがとうございます。時間も余りございませんので、早速始めさせていただきた

いと思います。 

まず、お手元にこういうリーフレットがございます。「ゆたかな恵みを未来へ」とい

うリーフレット、薄いリーフレットでございますけれども、これによりまして、河川整備

計画の進め方について、簡単に初めにご説明をしておきたいというふうに思います。 

開いていただきますと、左のページ、下の方に2つの枠がございます。そこに、河川整

備基本方針と、それから整備計画ということで書いてございます。 

河川整備基本方針につきましては、ここにも書いてございますけれども、いわゆる今

後河川を整備していく上で、長期的な視点に立って、その基本になるべき事項を決めたも

のでございまして、もうご承知かと思いますけれども、平成17年、昨年11月18日に策定を
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されております。 

それで、今回、河川整備計画ということでございまして、きょう、案を皆様にもお渡

ししておりますけれども、それは右の方でございまして、基本的には河川整備基本方針、

これを受けまして、今後、おおむね二、三十年間の間に河川の整備をどのようにしていく

かというものを、できるだけ具体的に書いたものでございます。これは先ほどもございま

したように、6月23日にその案ということで公表させていただいております。 

今後の進め方ということで、先ほどから少し出ておりますけれども、右のページの方

を見ていただきますと、そこの中ほどですね、3つほど枠がございます。つまり、進める

上では、いろんな形で皆さんのご意見を聞いていこうということでございまして、一番左

の方の枠には、学識経験者からの意見聴取ということでございます。これは学識経験の方

からいろいろご意見をいただくということで、既に6月27日に開催しております。 

  それから、中ほどの枠。流域住民の方々から意見を聴くということで、きょうがその会

でございます。さまざまな意見を聞くために、3つの取り組みをやるようにしております。

この会と、あと2番目にパブリックコメントというふうに書いております。これは、こう

いう機会以外に、皆様からホームページで書き込んでいただいたり、あるいはファクスで

意見をいただいたり、あるいははがきで意見をいただいたりと、そういったこともします

ということでございます。それから、その下に公聴会。これはこういう場で皆さんが、代

表者の方が、意見とかあるいはご要望を発表していただくという機会も、今後考えてござ

います。 

このような、きょうの会みたいなものは、下の地図に載ってございますように、吉野

川流域は非常に広うございますので、大きく3つのブロックに分けてございますけれども、

一番上流側につきましては黄色で示す上流域、特に愛媛県会場と、それから高知県会場、

この2つに分けてやります。それから中流域ということで水色の区域。これが1会場でござ

います。それから、きょうは下流域ということでございまして、一番右のちょっとピンク

色みたいな色を塗ってありますが、ここはかなり人も多うございますので、3つの会場に

分けてやります。きのう、鴨島の方でやってまいりました。きょうは北島。それから、一

番最後に徳島市ということになっております。こういう形で進めます。 

あと、一番右の欄がございますけれども、各市町村長さんからの意見を聴くというこ

とで、これにつきましては、上流と中流と下流と、3つの区域の市町村長さん方に集まっ

ていただきまして行うということになっております。下流域につきましては、来週、7月
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25日に行うことになっております。 

それで、このような意見を聞く場でございますけれども、一応今年度中に、きょうも

含めまして、おおむね3回程度行うということで考えております。 

それで、本日は第1回目ということでございますので、どうしても素案の中身を一通り

はご説明しなければいけないということでございます。したがいまして、説明の時間が本

日は長くなりますけれども、どうぞご容赦いただきたいと思います。第2回、第3回につき

ましては、皆様のご意見をいただく時間、あるいは我々がそれに対して返せるところは返

していくという時間がメインになろうと思いますので、ご辛抱をお願いいたします。あと、

意見もいろいろ出てきますと、3回だけでは済まないのではないかということもあります

ので、それは必ずしも3回にはこだわってはおりませんので、この点もご理解をお願いい

たします。 

それと、一番最後のページでございますけれども、裏ですけれども、先ほども出まし

たが、情報公開でやっております。ここにありますように、会議の予定とかあるいは資料、

それから今お配りしているような資料につきましてはすべて公開で、各、国、県、それか

ら市町村役場におきましても閲覧ができるというふうになっておりますので、こういうこ

ともご利用くださいということでございます。 

以上で、進め方のご説明は終わらせていただきます。 

 それでは、大変長らくお待たせしましたけれども、整備計画の中身、素案について、た

だいまよりご説明を申し上げます。本日は吉野川の下流域での意見を聴く会ということで

ございますので、特にこの地域に関係の深い旧吉野川あるいは今切川といった箇所を中心

に、要点だけをご説明させていただきまして、吉野川本川とか少し上流のダムの部分につ

きましては、項目程度の紹介にさせていただきたいというふうに思います。その分、少し

でもご質問とかご意見の時間を多くとりたいというふうに考えておりますので、何とぞご

理解、ご協力をお願い申し上げます。 

 それでは、大体前半、後半と分かれておりまして、前半が少し長うございますけど、今

から約40分程度でご説明していきたいと思います。スクリーンは3つ用意してございます

ので、お近くのスクリーンで、中身についてはごらんになっていただきたいと思います。 

一番初めに、吉野川の河川整備計画の素案の構成ということで、ここに示してござい

ます。5つの項目からなっておりまして、1つ目が吉野川の概要、2つ目が現状と課題、3つ

目が整備計画の目標に関すること、4つ目が河川整備計画の実施に関する部分、ここでか
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なり詳しく書いているということでございます。それから最後に、今後に向けてというこ

とでございます。 

今から説明を申し上げますが、お手元に分厚い素案、約105ページぐらいあります。こ

れが文字の部分です。それから、その後に附図といいまして地図がついておりまして、そ

こにいろいろと詳しい堤防の位置とかやる内容についてかいてございますので、詳しいこ

とをごらんになりたい方は、そちらの方を見ていただくということでお願いしたいと思い

ます。 

それでは、まず吉野川の概要から入ります。それで、今映りましたけれども、このパ

ワーポイントの一番右上に素案と、今私が指している右上ですね、素案Ｐ1と書いていま

すが、これは私が今説明している中身が、お手元の分厚い素案の何ページのところを説明

しているかというのを書いてございますので、私の説明は要点だけ申し上げますので、詳

しい内容は素案の方をごらんになってください。 

まず、概要でございます。吉野川、この赤で囲んだ区域に降った雨が吉野川の川に水

が入ってくるということでございまして、流域面積と呼んでおります。約3750km2ござい

まして、四国全域の約2割の面積を持っていると。それから、川の長さですけれども、河

口からずっと早明浦ダムを通って瓶ヶ森まで、194kmございます。 

次に、気象でございますけれども、全体的に温暖な気候ということになっております

けれども、非常に上流部、特に早明浦ダム上流部につきましては雨量が多うございまして、

この青い部分、濃い部分です、年間雨量が3000mm以上ということでございまして、全国平

均が大体1700mmということでございますので、非常に上流部は雨が多いということでござ

います。 

次に、現状と課題ということでございます。それで、この現状と課題につきましては、

まず治水のこと、それから河川の利用とか環境のこと、この2つに分けてご説明を申し上

げます。 

まず治水でございますが、洪水の概要ということで、これまでの洪水を少しご紹介い

たします。かなり昔の時代になりますけれども、慶応2年、1866年、いわゆる寅の水と呼

ばれる洪水でございます。これは徳島市の国府町にあります蔵珠院の写真でございますけ

れども、周囲の畑から約3ｍぐらいの高さまで水が来ております。壁にもこういうふうに

くっきりと跡が残っているという状況でございます。 

それから、明治から大正ということでございますけれども、これは北島町の新喜来、豊
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田家の家の写真でございますが、このときも死者が81名出るという洪水でございまして、

非常に大規模な洪水というふうになっています。 

これは昭和に入ってからの洪水でございますけれども、もう皆さんご経験されている方

も多くあると思います。一番左上は昭和29年、中ほどが36年、49年、下に行きまして51年、

それから一昨年の16年の23号台風でございます。23号台風につきましては、ご承知のよう

に、戦後最大流量が観測されたということでございます。また、16年には4度の台風が来

ているということでございます。 

ここからは、今まで治水事業はどんなふうにやってきたのかということについて、簡単

にご説明したいと思います。吉野川の治水事業の沿革というふうに書いてございますけれ

ども、まず第1期の改修工事、これは明治40年から始まっております。昭和2年ごろまでや

っております。そのメニューがこの絵にあるわけでございますけれども、4つございます。 

1つは、今私が指しております吉野川の今の本流、昔はこれは別宮川という川の名前で

す。昔の吉野川の本流は、今、こちらの旧吉野川と呼ばれる部分ですね。それで、この別

宮川の方を開削いたしまして、吉野川の本流にしたと。同時に、旧吉野川の方、もとの吉

野川は取り入れ口を今のところから約1100ｍぐらい上流に取り入れ口をつけて、そこに第

十樋門をつくったということです。 

それと、上流の方に行きまして、善入寺島というのがございます。これは川の中の大き

な、今でも耕作地がいっぱいあるところでございますけれども、ここの買収をいたしまし

て、いわゆる下流に対しては遊水地化、いわゆるここで水を一たん、洪水の水をためて、

下流には余り影響がないようにということで、全筆買収をいたしましたし、それからここ

に江川という川がございますが、その川の締め切りもこのときに同時にやってございます。 

次に、第2期の改修工事ということでございます。昭和24年から開始しております。ち

ょうど昭和20年の枕崎台風を契機に、岩津より下流の、既にほとんど第1期工事でできて

おる堤防の、いわゆる補強とか補修とか、そういったものをやってきております。 

それから、昭和40年に入ってきますと、岩津、池田とこの河口のちょうど中間地点のと

ころ、河口から40kmぐらいのところですけれども、そこから上流の改修に着手しておりま

す。当然、この地区につきましては堤防がございませんので、新しく堤防をつくっていっ

たということでございます。それから、昭和40年には早明浦ダムの建設が始まったという

ことです。 

それと、もう1点、3番目に書いてございますが、昭和37年から内水対策、いわゆる堤防
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の、皆さんの家が建っている側に水がたまって浸水すると、こういう内水ですね、内水と

呼んでおりますけれども、そういう被害を少なくしようということで、内水対策を開始し

ております。 

それから、次に、これは旧吉野川の方の、この地域の整備の状況でございます。それで、

旧吉野川の方はもともと藩政時代から築堤が始まっておりますけれども、大正時代までに、

この茶色ですね、ちょっと色がわかりにくいかもわかりませんが、茶色で示した部分の堤

防が改修されております。そして、戦後は昭和21年の南海地震によります地盤沈下への対

応ということで始まっておりまして、これでいきますと、ちょっと真ん中の色のところ、

これが戦後徳島県によりまして改修されております。その後、水資源開発公団、当時の公

団によりまして、今切川の河口堰とか、あるいは50年には吉野川の河口堰といったものが

できました。それから、昭和51年には、いわゆる直轄といいまして国の管理になりました。

それ以降整備したところが、この青い色で示した部分でございます。 

次に、吉野川の堤防の整備状況がどうなっているのかというのを少しお話ししたいと

思います。これは吉野川の本川の方でございますけれども、先ほど言いましたように、岩

津というところがございます。それで、一番左の方が池田ですね。一番右が河口です。全

川を見ますと、下の円グラフの一番下を見ていただきますと、大体平均で66.5％、3分の2

ぐらいの区間で堤防があるということでございます。それで、岩津から上流と下流に分け

ています。第1期工事、それから第2期改修工事ということでございますが、岩津から下流

につきましては、皆さんがおられる側ですね、これは97.5％、ほぼ概成をいたしておりま

す。それから、岩津から上流につきましては68％ぐらいですか、まだまだ少し堤防が残っ

ているというところでございます。 

それで、現状と課題ということでございますが、今の現状を少しお話ししますと、こ

れは上流の方の東みよし町の三加茂のところでございます。この赤い線で示しているもの

は、堤防がまだございません。今後、堤防ができるという計画の線でございます。今、現

状ではこういう堤防はございませんので、ちょうど一昨年の23号台風のときに、この青で

今色をつけておりますけれども、この部分がすべて浸水しているということでございまし

て、浸水家屋42戸でございました。 

それから、これは堤防が既にできている区間、特に下流部でございますけれども、に

おいても問題がないわけではございませんで、特に堤防の、ここに書いてありますように

漏水とかあるいは侵食といった問題がございます。漏水につきましては、この絵でご説明
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いたしますと、洪水になりまして、こういうふうに川の水がかなりふえますと、堤防が土

でございますので、堤防の中をこういうふうに川の水が圧力で浸透してまいります。それ

から、堤防の中だけではなくて、堤防の下の方からもこういうふうに伝わってまいります。

そして、皆さんが住んでいる家側の方に吹き出すという状況です。これをほうっておくと、

だんだん広がってきて破堤と、堤防が決壊するということにつながるわけでございます。

それと、あとはここに侵食というふうに書いています。これは川の流れている側ですね、

水の流れている側の、こういう堤防の下の方が削られたり、そういった状況でございます。 

それから、これは内水被害の対応ということで、内水のことを少し書いてございます

が、通常は上の絵のように、本川の、いわゆる吉野川本川の例えば水が低うございますの

で、皆さんの家のある側に雨が降っても、こういうふうに水が流れるわけでございますけ

れども、どんどん本川の水が高くなってくると、皆さんが住んでいる側よりも高くなりま

すので、樋門のゲートなんかを閉めてしまいます。そうすると、皆さんが住んでいる側の

水というのは外にはもう出ないということでございます。これを逆にあけてしまうと、本

川の水がだっと入ってきて、余計被害が広がるということでございまして、いたし方ない

ところがございますけれども、こういった状況で、内水被害が今発生しているということ

でございます。 

それから、次に大規模地震への対応ということで、今の状況と課題ということでござ

いますが、特に東南海・南海地震というのが心配されております。排水機場というのがご

ざいますし、あとは河口部に樋門等もございます。そういったところには、やはり地震に

よる被害というのは想定されますので、耐震補強といったものが今後必要かと思われます。

また、河口部につきましては、台風のときに、高波とかあるいは波浪といったものがあり

ますので、高潮対策というものも必要になってくるだろうと。 

それから、防災の施設の対応ということで、今、排水ポンプ車なんかの派遣をやった

りしておりますけれども、そういったものとか、それから水防活動に必要な資材、これは

水防活動は非常に吉野川ではたくさんやられておりまして、その資材というのは重要でご

ざいます。そういう備蓄。それから防災ステーション、今、石井町にございますけれども、

そういう水防基地とか、そういったところですね。そういったものの関連整備が必要であ

るということでございます。 

それから、今度は旧吉野川、この地域の堤防の整備の状況でございますけれども、本

川に比べまして、まだ低うございます。ここにございますように、円グラフにございます
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ように、約30％といったところでございます。まだまだ堤防の整備がなされていないとい

うのが現状でございます。 

それで、同じように、大規模地震への対応ということで、今映りましたけれども、特

に本川と違いまして、ここの特徴は、この絵にございますように、地震前は左の絵でござ

いますけど、地震後になりますと右の絵になります。つまり、非常に地盤が弱いところで

ございます。緩い砂質土地盤ということでございますので、地震時には堤防の沈下という

ことが想定されております。平成7年に阪神淡路の地震がございましたけれども、それを

契機に、そういうことがあったらいかんということで、中規模程度の地震に対しまして、

耐震対策に着手いたしております。今、まだ40％程度の進捗率でございます。 

それから、同じように防災関連施設の対応。これは本川の方と同じでございますので、

省略させていただきます。 

次に、維持管理、河川の管理という観点から少しお話をしたいと思います。まず、吉

野川は国が管理している管理区間、これは約116kmございます。四国の中では当然一番で

ございまして、一番長うございます。 

川は、いろいろ洪水が来るわけでございますけれども、それによりまして川の中に土

砂が堆積するとか、あるいは木が茂って洪水の流れを邪魔するといったことがございます

し、それから局所的には水が流れて深掘れをすると、深く掘られるところがあると、そう

すると、さっきの洗掘とかいうことですね、堤防に影響があり得るということでございま

す。 

それから、こちらの方は川の中ということではなくて、川には堤防とか護岸といった

ものがあります。それから施設としましては、樋門とか排水機場といったものがございま

す。そういったところの管理ということで書いてございますけれども、現在こういう堤防

とか護岸の管理をしている延長が156kmございます。そういったものにつきましては、自

然現象、いわゆる雨とか台風が来ますと被害を受けていくわけでございますが、少し少し

変形していったり、ひび割れが発生したり、当然そういう状況が出てまいります。 

それと、施設の方でございますけれども、これも樋門とかの施設が、今、国が管理し

ている区間で全部で86ございます。それから、排水機場が15カ所ございます。数としても

非常に多いわけでございますけれども、そういったところがだんだん古くなってきますと、

老朽化しますと、故障の発生も出てくるということで、その辺の点検であるとかあるいは

補修をやっているところでございます。 
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それから、少しソフト的なお話になりますけれども、不法占用とか不法行為というの

もあれば、当然対応していかなければいけないということと、それから下の方にございま

すように、最近、この写真にもございますが、大型ごみの不法投棄がふえております。こ

れは河川環境の悪化ということもございますし、当然こういうものがあれば我々が処理す

るということでございますので、非常に処理費用がかかってまいります。こういう面でも

コストが非常にかかってきております。 

次に、ダム管理ということで出ましたけれども、これは早明浦ダムが非常に洪水調節

を多くやるということでございまして、今まで81回の洪水調節をやっております。これは

去年9月の14号台風の状況でございます。左、渇水でダムが空っぽでした。そのときにち

ょうど台風が来たものですから、左の状況でダムの水がなかったわけですけれども、洪水

が来た後、右の写真のように満杯になりまして、ダムの貯水位が約58ｍ上がったというこ

とでございまして、それだけためたわけでございますので、下流の池田地点では川の水位

が約2.7ｍほど下がったということでございます。 

それから、これは上が早明浦ダムです。下が池田ダム。何を言いたいかといいますと、

いわゆる計画を超える規模の洪水が何度も発生しているということでございます。 

これは堆砂の状況ということで、ダムですね、下の図を見てもらいますと、左が早明

浦、右が柳瀬でございますけれども、青い線に対して、青が計画の線ですね、それから赤

が実際にたまっている量でございます。右の柳瀬の方へいきますと、計画の約1.7倍ぐら

いの土砂が既にダムの中にたまっているということでございます。 

それから、これは危機管理ということで、いろんな情報を皆さんにお知らせしていま

すということでございます。 

それから、河川の適正な利用、環境の問題でございますけれども、御存じのように、

吉野川の水は四国4県に分水されております。香川県の方に香川用水、それから愛媛県は

銅山川より行っておりますし、高知県は上流域の方から分水をされています。もう少し詳

しく見ますと、こういうふうに各上流のダム、富郷ダム、柳瀬ダム、新宮ダム、それから

早明浦ダムというダムがございますけれども、こういったダムでためた水、年間で約17億

ｍ3ぐらいございます。その17億ｍ3の水をそれぞれ、右下の円グラフがございますけれど

も、徳島県の方に約7割、あと愛媛県が15％、香川県が14％、それから高知県が2％といっ

た割合で分水がされております。 

これは下流の吉野川の流況と書いてございますが、いわゆるどれぐらいの水がどんな
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状況で流れているのかというグラフでございます。ちょっと余り見なれないグラフでござ

いますが、ここで言いたいのは、下の絵でございますが、早明浦ダムがある場合が赤の線、

ない場合が緑の線で示してございます。早明浦ダムがなければ緑の線みたいになるんです

けれども、特に水が少ない時期は、早明浦ダムからためた水を流してあげて、下流の水の

確保をしているのがわかるということです。豊水、平水とか書いていますけれども、ちょ

っと水が少ない時期の流況ということでございます。 

次に、吉野川水系の渇水の状況を少し見てみたいと思います。早明浦ダムはこれまで

完成してから31年間たっております。その中で、ここのグラフにありますように、ちょっ

と赤っぽい色の棒グラフですけれども、21回取水の制限をやっております。それから、同

じように銅山川水系、青の方でございます。富郷ダムとか柳瀬ダムとかある方ですね、こ

れが18回やってございます。こういうふうに、渇水につきましても、非常に毎年のように

調整をやっていると。平成6年とか、去年ですね、平成17年の渇水時にはダムが空っぽに

なって、かなりニュースでも見られたと思いますけれども、吉野川水系水利用連絡協議会

というのがございまして、そこでいろいろ調整をいたしました結果、発電用の水を緊急的

に放流して飲み水などに使ったという一例でございます。 

それから、これはもう少しそれをわかりやすく見た、去年の17年度の事例でございま

すが、これは上流の池田ダム地点での流況といいますか、水の流れの量を示したグラフで

ございまして、この青っぽい色が早明浦ダムがない場合の通常の水の量でございます。そ

れで、早明浦ダムから、ちょっとこの緑っぽい色の部分ですね、これをためた水を補給、

下流に流したために、下流は非常に多くの水が流れてきているということでございまして、

一番少ないときを見ますと、赤い矢印がございますように、これは20ｍ3/ｓぐらいしかな

いんですが、早明浦ダムがあと40ｍ3/ｓぐらい余分に流しまして、下流の池田地点では60

ｍ3/ｓ近くの水が確保されているという絵でございます。 

次に水質でございます。水質につきましては、いろいろ区域で類型が分かれておりま

して、例えば本川では山城町の大川橋から上流はＡＡ類型ということになっております。

それから、河口までがＡ類型。ここ、旧吉野川では、河口堰から上流がＡ類型、それから

下流はＢ類型というふうに環境基準が分かれているわけでございますけれども、いずれに

しましても、ここの右下のグラフにございますように、棒グラフの部分が各地点ではかっ

た結果でございまして、青の線、階段状の線が基準値でございます。いずれも基準値を満

足できているという状況にはなってございます。 
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それから、これは銅山川の影井堰で水が流れていない区間がございますので、水を放

流して、試験的に環境改善をやっていくという事例でございます。 

それから、これは早明浦ダムの濁水の問題。早明浦ダムは、御存じの方もおると思い

ますけれども、洪水が来たり渇水があったりしますと、非常にダムから濁った水が下流に

長い期間流れるという問題もございます。 

それから次に、これが動植物の生息・生育ということで、まず吉野川本川、上流域で

ございます。上流域につきましては、ちょうどこの左上に示した区域、大体池田から上流

の方を今言っておりますけれども、ここにつきましては、御存じのように大歩危小歩危が

あって、山地渓谷ということでございまして、そこにはヤマセミ、それから川の中にはア

マゴ類の魚類がいるということでございます。それから、これは中流域でございます。中

流域につきましては、右上の写真にございますように、瀬、淵、広いレキ河原が広がって

おります。瀬、淵はアユの良好な産卵場になっていると、あるいはレキ河原の方はコアジ

サシといった鳥類などの繁殖地にもなっているということでございます。 

これは、そうは言いながら、いろいろ外来種があって困っているという課題でござい

ます。その外来種の分布状況を今、ここに示してございます。 

それから、次に下流域でございます。下流域につきましては、皆さん当然御存じのよ

うに、汽水域の環境になっておりまして、河口には干潟があるということでございます。

そこの干潟にはシオマネキ等の底生動物、それから東南アジアから渡ってくるシギ・チド

リの重要な中継地になっているということでございます。 

次に、旧吉野川の方でございますが、旧吉野川の方につきましては、河口堰で仕切ら

れているという部分がございますので、河口堰よりも上流につきましては、この右の上の

写真にございますように、ワンドとかよどみ、ワンドというのは少し入り組んで水がたま

っているような状態のこと、これをワンドといいますけれども、そういうワンドやよどみ

などがたくさんあると。そして、このようにタナゴ類などの魚類、それからマガモなんか

がおりまして越冬しているということでございます。課題といたしまして、ホテイアオイ

がたくさんふえて困っていると、過去にも例がございました。それから、右のオオクチバ

ス、外来種も存在しているということで、在来種への影響が懸念されているところでござ

います。 

これは河川景観、ここから河川景観に入りますけれども、これは本川の方でございま

すので、次、旧吉野川の方に行っていただいて。旧吉野川の方でございますけれども、特
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に景観につきましては、第十樋門から今切川の分かれ道のところまで、これにつきまして

は非常にこのように自然度の高い河川景観ですね。先ほどのワンドとかよどみとかといっ

た、こういった景観。逆に、今切川とかあるいは両河口堰までのところにつきましては、

非常に市街化が進んでおりまして、沿川には住宅地あるいは工場が点在しております。特

に、河口堰の下流につきましては、写真にございますように、大部分がコンクリート護岸

と、特殊な堤防で施工されておりまして、非常に単調で人工的な景観ということになって

ございます。 

それから、川の空間の利用ということでございます。これは吉野川で、次が旧吉野川

ですね。旧吉野川につきましては、ここにございますように、左の絵にございますように、

釣りとかボートとか、そういう練習に使われている。あるいは高水敷につきましては、散

策や野外活動なんかに利用されているということでございます。 

ここからは河川整備計画の目標ということで、簡単にご紹介しておきます。詳しいこ

とは後半の第4章の方の実施でお話ししますので、ここでは項目だけという程度でご説明

をさせていただきます。大きくは、基本理念が1つございます。次に対象区間、対象期間。

それから洪水、高潮と書いてございます。これはいわゆる治水に関する目標でございます。

最後に、利用とか環境に関する目標と、この5つの項目からなってございます。 

まず、基本理念ということで書いてございます。3つほどございます。1つは安全、安

心できる吉野川。これは治水とかいった面。それから2つ目、河川本来の自然環境を有す

る吉野川の再生ということでございます。それから3つ目が、地域の自然・景観、それか

ら社会環境に調和した個性のある吉野川をつくるということの3つを理念として考えてご

ざいます。 

具体的には、その対象区間でございますけれども、ここにございますように、我々国

がつくる計画ということで、河口から管理している池田あたりまでの河川、それとここ、

旧吉野川とか今切川でございます。あとは上流の方、池田から上流につきましては、この

各ダムですね、早明浦とか富郷、そういった区間のみの対象になってございます。 

それから、対象期間でございますけれども、対象期間につきましては、今後おおむね

30年間ということでございまして、今後30年間にやっていく中身について書いてございま

す。 

ここからは、まず吉野川本川の方でございますので、少し割愛させていただきます。

旧吉野川の方を説明したいと思います。はい、ここですね。旧吉野川の方の、その前をお



 - 20 - 

願いします。旧吉野川の方につきましては、ここにございますように、まず洪水に対する

取り組みということでございまして、ここにも書いてございますように、戦後最大規模の、

昭和50年8月の台風6号と同規模の洪水に対して川の整備をやっていこうということでござ

いまして、具体的には基準地点が大寺というところがございますけれども、この大寺にお

きまして約1000ｍ3/ｓの水が流れる量に対して、河道の整備、川の整備をしていこうとい

うことでございます。 

それで、地震対応について書いてございますが、地震対応につきましては、特に下流

部における堤防の促進ということと、それから堤防の耐震対策というものを実施して、壊

滅的な浸水被害を防止したいと思っております。これは中規模地震ということに考えてお

ります。それから、もう1つは大規模地震、東南海・南海地震につきましては、同じよう

に下流部に位置します樋門あるいは河口堰の耐震対策を進めるということでございますけ

れども、堤防の耐震対策につきましても、必要な検討あるいは関係機関との調整を行って

進めていきたいというふうに考えております。 

次に、利用とかあるいは環境の面でございますけれども、この面につきましては、基

本的には水利用の適正化、合理化につきましては、関係機関との調整を図りながらやって

いきたいという話と、先ほどから出てまいります渇水につきましても、被害を最小限に抑

えるための方策といったものをとっていきたいというふうに考えております。 

それから、これは吉野川の本川の方でございますので割愛させていただきまして、こ

れが旧吉野川ですね。旧吉野川の方の動植物とか景観とか水質といった面でございますが、

これも水域あるいは水際環境の保全・再生に努めていきたいという話。それから、河川の

景観につきましては、自然度の高い河川景観。水質については、今余り水質的には問題に

なっておりませんけれども、良好な水質の維持に努めてまいりたいということでございま

す。 

それから、これが河川空間の利用に関する部分でございますけれども、やはり河川空

間はいろいろ使われておりますので、環境学習の場の確保に努めていきたいということ、

それから人と自然との交流の促進にも努めてまいりたいと。これは本当に全体の概要でご

ざいますけれども、一応目標としてご紹介をさせていただきました。 

以上が、長くなりましたけれども、前半部分の説明でございます。 

○ファシリテータ 

 どうもありがとうございました。 
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これで説明の前半が終わったわけですけれども、ここから10分ほど休憩を挟みたいと

思います。あちら、後ろの時計が今、3時2分ぐらいですので、3時10分から後半の説明を

お願いするということで、10分弱、休憩といたします。それから、飲み物は出口の左手に

ご用意しておりますので、よろしかったらそちらの方もご利用ください。なお、喫煙され

る方は1階下がって、6階の方に喫煙所がありますので、そちらの方でお願いいたします。 

〔午後  3時 3分  休憩〕 

〔午後 3時10分 休憩〕 

○ファシリテータ 

それでは、3時10分になりましたので再開したいと思います。議事（3）河川整備計画

素案の「河川整備の実施に関する事項」と「今後に向けて」の説明をお願いいたします。 

○河川管理者 

 それでは、引き続きまして4章の方、河川工事の整備の実施に関する事項ということで、

ご説明をさせていただきます。 

まず、河川工事の実施に関しましては、大きく2つ、河川工事の目的、河川工事に関す

る部分と、それから河川の維持に関する部分と2つに分けて書かれてございます。 

ここには、まず吉野川の本川の方の話が出ておりますけれども、まず洪水とか高潮、

いわゆる治水に関する部分についてご説明をしていきたいと思います。これは、いろいろ

本川の方の堤防、今現在の堤防とか地盤が低い箇所をずっと示してございます。これは本

川の方で、かなり上流部の方で堤防を整備するときに、非常に山が迫って狭い部分につい

ては、こういうふうに右の絵のように家の周りを堤防で囲むという、いわゆる輪中堤と呼

ばれるやり方、あるいは少ない宅地ですと宅地自体をかさ上げしてしまうというやり方、

こういったやり方もありますということでございます。これは、吉野川本川の方の堤防を

行うところということで図に示しておりまして、特に下の絵、上流の方がまだまだできて

ないというところで、よくわかるかと思います。 

それから、これは堤防をつくってもなお水の流れる断面積が足りないといった部分に

つきましては、川の中にある樹木であるとか、あるいは川自体を掘削するということでご

ざいます。これは掘削の方、これは旧吉野川の方でも出てまいりますので、後でご説明申

し上げます。 

それから、先ほどご説明しました堤防の漏水ですね。漏水に対しても下の絵のような

形で対策をやるということでございまして、上の絵には、ちょっと赤で示した部分で堤防
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の漏水対策を今後やっていくということでございます。これは、同じように侵食、削られ

る、堤防のこういった川の面が削られた場合の侵食の対策のところでございます。 

それから、これは内水対策でございますが、内水対策については共通でございますの

で少しご説明をしておきたいと思います。内水地区は、この絵に示しますように、現状で

は全体で本川とか見ますと35の内水地区というのがございます。今後はどういうようにし

ていくかということでございますけれども、非常に多くございますので、家屋等の浸水被

害が著しい箇所、緊急性の要する箇所から、排水機場の新設とかあるいは増設といったも

のを考えてまいりたいと思います。それと同時に、そういうハード対策だけではなくて、

内水被害の軽減ということでございますので、ハザードマップというのを皆さん御存じか

どうかわかりませんが、昨年5月に水防法が改正されまして、各市町村はハザードマップ

をつくって公表してくださいということになっております。これは、皆さんが住んでいる

ところの、もし水が来たときに浸水する区域とか浸水する深さとか、あるいは避難経路と

か避難場所とか、そういったものをかいた図面でございますけれども、そういったものを

つくって公表しなさいと、皆さんにお知らせしなさいということになっておりまして、そ

ういうことの取り組みも同時にやっていかなければいけないということで、これは自治体

と連携しながらやっていこうというふうに考えてございます。 

それから、これは本川の方の地震対策ということですね。 

これは本川の方にございますけれども防災ステーション、今、石井に防災ステーショ

ンというのがございますけれども、これはそういったものも、次の、ここにございます石

井の防災ステーション。あと1カ所、上流の方に西村中鳥というところがあるんですけれ

ども、そこにもう1カ所つくっていこうという予定がございます。それから、これも本川

の方の対策でございます。 

ここからが、旧吉野川の方でございます。少し時間をとって説明させていただきます

と、まず同じように堤防の整備ということでございます。ここに図面2つを示してござい

ますけれども、上の方が旧吉野川の左岸、下の方が右岸ということでございまして、左

岸・右岸は、河口の方に向いていただきまして左手側が左岸、右手側が右岸ということで

ございまして。この絵は、先ほど少し言いましたけれども、現在の堤防高とかあるいは地

盤の高さが、計画されている洪水の高さといいますか水位よりも低いところを示してござ

います。特に赤いところ、中喜来とか新喜来とかのところを示しておりますが、そういう

見方をしていただいたらよろしいかと思います。次、これは同じように今切川の方でござ
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いまして、加賀須野とか百石須とか応神地区とかそういうところがわかります。 

それをまとめると、こういうふうになりまして、今ちょうど旧吉野川と今切川の図面

を示してございますけれども、左岸地区は全部で6カ所、8.9kmの堤防整備をやろうと、そ

れから右岸につきましては全部で6地区、11.4km、あわせて20km余りの堤防整備、これは

洪水に対する堤防整備でございますが、それをやっていこうというふうに考えてございま

す。 

それから、河道の掘削でございます。これは先ほど本川のところでも少し申し上げま

したように、堤防をつくっても水の流れる断面積が足りないところについては、どうして

も川の掘削をやっていかなければいけないというところでございまして、ここにございま

すように全部で6カ所ございます。全体で4.2kmございます。そういったところの川の掘削

をやっていきたいと思います。特に下流部につきましては流下断面が不足するということ

でやりますし、上流部につきましては御存じのようにまだ堤防がないというところがござ

いますが、そういう堤防がないところに対して河道の掘削で対応していきたいということ

でございます。 

それから、これは橋梁等の許可工作物の改築ということでございまして、まだまだ古

い橋もございまして、橋梁の橋脚の間隔であるとか、あるいは橋の高さ自体が不足してい

るということがございまして、工事のときに支障になると、よく最近ニュースでも見られ

ると思いますが、流れてきた流木とかがひっかかって、そこの地点で非常に大きい浸水が

発生してしまうと、そういったことも懸念されるわけでございます。 

次に、地震対策といったことでございますけれども、地震対策につきましては、ここ

にありますように中規模地震、これは阪神淡路を受けてということでございまして、それ

からあと大規模地震の対策と、大きくは2つに分けて考えてございます。中規模地震の上

の方でございますけれども、これにつきましては、そういう地震とかあるいは津波の影響

が比較的大きい下流部の方の築堤を実施していきたいというふうに考えております。それ

と、この左の図にございますように耐震対策ということで、先ほどご説明しましたように

非常に地盤が弱いということでございますので、揺れても横にそういうふうに地盤が、土

が逃げないように、こういう矢板等を打って対策をしていきたいというふうに考えてござ

います。 

それから、これは防災関連施設、先ほど本川の方も出てまいりましたけれども、防災

関連施設につきましては、水防拠点の整備であるとか水防作業をするためのヤード、作業
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場ですね、それからそういう水防資機材の備蓄であるとか水防倉庫と、そういったものは

当然必要になってきますし、それから側帯というふうに書いています。これもいわゆる水

防活動をするときには、非常にたくさんの土砂が必要でございます。そういった土砂は、

いざというときにどこかに備えてなければ緊急のときにはなかなかとってこれないという

ことで、堤防の近くに土を盛って置いておくと、それを側帯というふうに呼んでいますけ

れども、そういったものの整備。それから一番下、3番ですけれども、水防活動とかある

いは避難誘導ということについても考えていかなければいけないということで、その辺の

水門情報、水位とか雨の情報、それからカメラ、それから光ファイバーで早くデータを送

るといった、そういう整備もやっていきたいというふうに考えてございます。 

それから、これは少し本川の方の話になりますけれども、先ほど外来植物がよく茂っ

ていると、そこに住んでいる動植物に影響があるのではないかというようなお話をさせて

いただきましたけども、これはその対策について少し書いたものでございます。シナダレ

スズメガヤというカヤが川の中にいっぱい、この小さい方ですけれども、茂っておりまし

て、一番上の絵のように生えています。その横にヤナギの木なんかがよく生えておりまし

て、これが守るような形で繁殖をしております。対策としましては、そのヤナギの木を伐

採してやりますとシナダレスズメガヤだけになるわけですけれども、その後、洪水が発生

しますと川の底が攪乱されて、邪魔するものがないので一緒に流されていくと、とられて

しまうと、最後にきれいなれき河原になっていくと、こんなふうな対策の方法を少し考え

てございます。 

これはヤナギの対策ですね。ヤナギがあると、水際がこういうふうに非常に切り立っ

てきて直立化していくと、なだらかな水際がなくなってくるということで、特に下流部の

あたりはかなりヤナギが繁茂してございます。 

それから、河道内の樹木、これ以外にもたくさんございますけれども、その辺をどう

するんだという話がございます。これにつきましては、ここにいろいろ書いてはございま

すけれども、特に個別の箇所ごとにやはり検討していかなければいけないというふうに考

えております。それぞれ、その地点、地点によりまして、治水とか環境とかあるいは風土

の面といった関係から条件が違ってまいりますので、その辺を考えた上で個別に目標を定

めて、そしてそこをどんなふうにして管理していったらいいかといった部分について、今

後決めていきたいというふうに考えてございます。 

それから、河川空間の件ですけれども、河川空間につきましては、これは吉野川の本
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川の方でございまして、美馬市の子どもの水辺、四国三郎の郷のところでございます。こ

こは今水辺の楽校プロジェクトということで、河川利用の推進と体験活動ができるような

場として整備を進めてございます。同じように、旧吉野川もまだ今からでございますけれ

ども、北島町に水辺プラザということで、今絵に示しておりますような親水護岸の整備で

あるとかそういったものを、百石須地区において今後整備していきたいというふうに考え

てございます。 

それから、これはダムのお話でございますので、ちょっと割愛させていただきます。 

次に、河川の維持管理といった点でございます。まず一番初めに河川の、これは河道

と書いてございますけれども、いわゆる川の中のことでございます。川の中の管理につき

ましては、河川の巡視をしたり、あるいは測量をしたりということで、土砂の堆積の状況

であるとか、あるいは川の底が上がる下がるといったものは、常日ごろから状況の把握に

努めているところでございます。そういったことを、状況を監視しながら、川の整正であ

るとか樹木の伐採を行いながら、洪水とかあるいはふだんの水の流れるところを安定化さ

せるといった面で対応していきたいというふうに思っております。 

また、2番目に堤防・護岸の話がございます。堤防・護岸につきましても常日ごろから

河川巡視をやりまして、点検等もやっております。それから、洪水時にも当然特別の巡視

をやっておりまして、漏水の状況とか被災状況を常に把握しております。そういったこと

をやっておりまして、洪水後には、水が引いた後には必要に応じて補修等もやっていくと

いうことでございます。 

それから、施設の維持管理。これは、先ほども言いましたように樋門とか排水機場と

いう施設でございますけれども、これにつきましても巡視等でも見ておりますし、それか

ら樋門の操作員の方にも点検をやってもらっています。それから、あと専門の方にも定期

の点検をお願いいたしまして点検をやっております。当然のことでございますけれども、

不具合とか故障とかあった場合には、速やかに必要な対策、補修をやっていきたいという

ふうに考えてございます。 

それから、ちょっとソフトな面でございますけれども、許認可事務。吉野川にはたく

さん許可工作物件がございます。全体で6700件ぐらいの許可がございますけれども、そう

いった部分につきましても当然、許認可については河川法、それから砂利採取も行われて

おりまして、砂利採取につきましては砂利採取法に基づき、適正に管理を行っていきたい

というふうに考えてございます。 
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それから、河川美化の面でございますけれども、河川美化につきましては河川愛護モ

ニターの方々と連携をとりながら、あるいは地元の方々と一緒になって河川の清掃といっ

たものもお手伝いしていただいておりまして、今後ともそういうふうな形で努めていきた

いというふうに思っております。 

それから、水防資機材の確保という件につきましては先ほどと同様でございます。 

これは、上流のダムの維持管理ということで、たくさんたまった堆砂を除去している

ところでございます。これは、洪水のときにたくさんの流木がダムに流れてくるわけでご

ざいますけれども、それを単に処分するのではなくて、こういうふうに回収してチップ化

して、最後は土壌改良材といったものにリサイクルして使っている事例でございます。 

それから、これは危機管理体制の整備ということでございます。危機管理体制につき

ましては幾つか項目がございまして、まず一番皆さんが欲しいのは河川の情報とかそうい

った部分ではないかと思います。そういう部分につきましては、洪水時だけではなくて、

水質事故があったときとか、あるいは地震といったときには迅速かつ的確に情報を収集し

て、県を通じまして各市町村の方にもお知らせをしております。今後もしていきます。そ

れから、一般住民の方々には報道機関であるとか、あるいはインターネット等を通じても

情報提供に努めてまいりたいというふうに考えてございます。 

それから、地震とか洪水の対応につきましては、特に不測の事態が発生した場合には

応急復旧とか、あるいは災害対策用の機械を派遣しまして、被害の防止であるとか軽減に

努めたいというふうに考えております。 

それから、先ほどから出ておりますハザードマップの促進にも努めてまいりたいと。 

それから、水防団との連携というのは、先ほどから言いましたように、非常に水防活

動が盛んに行われておりまして、水防団とは重要水防箇所を一緒に巡視していたり、ある

いは水防訓練をやったりという、その体制の強化とか情報の共有化なんかも常日ごろから

図っておきたいというふうに考えてございます。 

次に、水害の防止体制の構築ということでございます。我々管理者とか水防団とかだ

けではなくて、ここにございますように、やはり住民の方々と一緒になって水害防止体制

をとらなければなかなか被害が少なくならないということで、自助、共助、公助というこ

とがよく言われてございますけれども、被害をできるだけ軽減するために、そういう体制

の一層の強化を図っていきたいというふうに考えております。 

それと、下の方は水質事故、ちょっと先ほどご説明がありましたが、こういうふうに、
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ここの絵にありますように例えば船が沈んで油が漏れたとかいったもの、あるいは何か農

薬が流れてきたとか、いろいろ水質に関する事故がございますが、そういった水質事故に

つきましても、日ごろから訓練をやるとかといったことも今現在もやっておりますけれど

も、今後とも体制の充実に努めたいというふうに考えてございます。 

それから、これは災害復旧でございます。去年、おととしと災害が来たわけでござい

ますけれども、特に破堤等、大規模な災害が発生した場合には、被害の拡大を抑制するた

めに緊急的な対策、体制もとりたいというふうに考えてございます。 

次に、河川の利用とか流水の正常な機能、水の利用といった面でございます。これは、

まず河川の水量、水質といったものにつきましては、常時我々も監視をしているわけでご

ざいますけれども、特にいろいろ下流では利水者、いわゆる飲み水、上水、それから工業

用水、それから農業用水と、いろいろ水を利用されている方はおりますけれども、そうい

った利水者に対しまして、きちっとやはりどれぐらいの水をとられているのかというのを

我々は管理していかなければいけないという意味で、流量計とか水位計そういったものを

きちっとつけていただくような指導をしていきたいということでございます。 

それから、渇水への対応ということで、先ほどから出ておりますが、吉野川水系水利

用連絡協議会、渇水の時期になりますと何度も何度も皆さんニュース等で見られていると

思います。そういったものも引き続き円滑な調整を実施していきたいということと、やは

り皆様に対しましては、我々としましても節水を呼びかけますので、ぜひご協力をお願い

したいということです。それから、今後は、一番下にございますように、既存水資源開発

施設の有効利用という少し難しい書き方でございますけれども、いわゆる上流にダムがご

ざいますので、今あるダムをうまく使って、何とか渇水対応に工夫がないかといったもの

についても検討していきたいというふうに考えてございます。 

それから、これは水質の保全でございます。水質の保全につきましては、先ほど今の

ところそんなに悪いところはないというお話をしました。引き続きこういった観測をやっ

ていって、監視を行っていきたいと思っております。また、吉野川には吉野川水系の水質

汚濁防止連絡協議会というのもございまして、そういったところを通じまして情報を交換

したり、あるいは住民の方々と一緒になって水質の維持に取り組んでいきたいというふう

に考えてございます。 

これは早明浦ダムの、同じように先ほどの堆砂除去のことでございます。 

ここからは、河川環境の保全ということでございますが、これは吉野川の本川の方で
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ございますので少し割愛させていただきます。これも魚道のところでございます。これは

河口干潟ですね。河口干潟につきましては皆さん御存じのとおりでございまして、こうい

う動植物、鳥というのがおりますので、良好な干潟環境の保全に今後とも引き続き努めて

いきたいというふうに考えてございます。 

旧吉野川の方でございますけれども、これはまず旧吉野川と今切川の湛水区間の部分

につきましては、ここにありますようにワンドとかよどみが魚類あるいは沈水植物などの

良好な生育環境になっておりますので、河川工事の際にはこれらの保全に努めていきたい

と、気をつけて施工していきたいというふうに考えております。特に川の掘削が必要な箇

所につきましては、治水との整合も当然ございますので、そういった整合を図りながら、

ヨシとかクロモとかといったものがございますので、水際植生の保全にも努めていきたい

というふうに考えてございます。これは第十樋門のところの魚道でございますが、この魚

道につきましても連続性ということを念頭に置きまして、そういったものの確保に努めて

いきたいというふうに考えてございます。 

ここからは、河川景観の話でございますが、これは吉野川の本川の方でございまして、

次が旧吉野川の方でございます。旧吉野川につきましては、今切川の方も同様でございま

すけれども、特に堰の下流というのは、先ほどご紹介しましたようにコンクリート護岸が

続く、非常に単調な景観になっているといったところもございまして、今後は多自然型工

法、こういった景観に配慮したといいますか、そういった自然度の高い工法をもって工事

をやっていきたいというふうに考えてございます。 

次に、河川空間の利用といった面でございます。ここは吉野川本川と、一番下、旧吉

野川というふうに書いてございます。旧吉野川、今切川につきましては市街化が進行する

地区ということで、非常に利用が多いということでございまして、身近な水辺のオープン

スペースとなるように今後とも管理をしていきたいというふうに考えてございます。 

それから、川に親しむ取り組みということでございます。2つほど絵を出しましたけれ

ども、子供さんたち、水生生物調査をよくやられております。子供たちの環境教育の場に

も積極に支援をしていきたいというふうに思います。また、ボランティアによる清掃活動

などもやっていただいておりまして、これらにつきましても一緒になって連携して河川愛

護活動に努めてまいりたいというふうに考えてございます。 

5章、今後に向けてということでございます。ここでは4点ほど挙げております。 

1つ目が情報の発信と共有ということでございます。我々が今やっていること、先ほど
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から情報というのは非常に大切ということで申し上げておりますけれども、今後とも公開

講座であるとかホームページとか広報誌、そういったものを活用していただきまして、住

民の皆様方と情報の共有化を図っていきたいというふうに考えてございます。 

それから2つ目、これも住民の方々とか関係機関との連携ということでございますけれ

ども、やはり洪水の被害を少しでも少なくしていくといった、あるいは河川環境を少しで

もよくしていくといった面につきましては、皆さんが一緒になってやるということが大切

だと思っておりまして、それぞれのやはり役割があるのではないかと思います。そこら辺

を認識いたしまして、より一層連携、協働した取り組みを今後ともやっていきたいという

ふうに考えてございます。 

それから3つ目、ＩＴ（情報技術）の活用ということでございまして、これはどういう

ことかと申し上げますと、災害被害が発生しますとなかなか情報がすぐにはつかめないと

いうのが現状でございます。何とかして自治体、河川管理者が一緒になって協力して、被

害の状況をリアルタイムで収集したり、あるいは共有する体制といったものも、今後調査

研究を進めていきたいというふうに考えております。 

それから4つ目、河川整備の調査研究ということでございまして、今もそうでございま

すけれども、管理上の課題というのはいろいろございます。そういったものは当然解決し

ていかなければいけませんし、それから河川管理にかかわる新しい技術の開発といったも

のも今後必要だというふうに考えております。我々が今まで持っておりますいろんなデー

タとか情報、そういったものを活用いたしまして調査研究を進めていきたいというふうに

考えてございます。 

以上で、素案の中身については、簡単でございますけれどもご説明を終わらせていた

だきます。 

○ファシリテータ 

 はい、どうもありがとうございました。以上、素案を説明していただいたのですけれど

も、今回この会場では第1回目なんですけれども、これに先立ちまして、6月27日に吉野川

学識者会議が開かれていますし、7月8日、9日と美馬、高知県の土佐町で流域住民の意見

を聴く会が開かれております。その後、7月11日に中流域で市町村長の意見を聴く会とい

うのが開かれておりまして、それの概要を少しご報告いただけるということですので、よ

ろしくお願いいたします。 

○河川管理者 
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 それでは、これまで開かれてきました会の全部というわけにはいきませんけれども、こ

ういう意見があったということでご説明をしたいと思います。 

まず、ここに出しましたのが6月27日学識者会議での意見でございます。このような意

見につきましては素案への反映というのが必要だと私どもは思っておりまして、今の考え

方も含めましてご紹介をさせていただきます。 

 まず、1番上でございます。これにつきましては、素案の中に、一番初めの方ですね、

流域及び河川の概要といったところがございまして、そこに森林の現状と課題といったも

のをもう少し書いたらどうですかということでございます。これにつきましては、我々河

川管理者といたしましても森林の機能というのは重要というふうに考えております。した

がいまして、そこら辺の記載につきましては充実して書いていきたいというふうに思って

おります。ただ、森林につきましては、我々河川整備計画というのは、先ほどご説明しま

したように、我々が管理している区間について基本的に何をするかといったところを書く

ということをご説明しております。したがいまして、書ける内容には限界がございますの

で、それ以外につきましては、できない部分につきましては関係機関に働きかけをして、

いろいろお願いをしていきたいというふうに考えてございます。 

 それから2つ目でございますが、これは旧吉野川、こちらの方の側でございます。先ほ

どからご説明しましたように、南海地震が来ますと液状化で地盤沈下もあるということを

ご説明しましたけれども、これにつきましては地盤沈下した後、洪水が来るとか津波が来

るとかといったことも当然考えられるわけでございまして、これに対しまして洪水による

被災のリスク、そういったものは我々としても把握していきたいと思いますが、同時に自

治体の方々とか、あるいは住民の方々と協力いたしまして、万が一そういった状況になっ

た場合の被害の軽減方策につきましては推進していくということで考えておりますので、

これにつきましても整備計画の中に追加して書きたいというふうに考えてございます。 

それから3つ目、河川環境に関してはやるべきことを明確にということでございまして、

これも河川環境の面からご指摘がございました。堤防とかそういった物理的に目に見える

ものは、例えば先ほど言いました、堤防を何km整備やりますと言って数字で示すことがで

きるわけでございますけれども、ご承知のように河川環境の目標設定につきましては、治

水のように明確で具体的に目標を設定するということが現実的にはなかなか難しゅうござ

います。したがいまして、今後学識者会議の中でも後またご意見も伺うということになっ

ておりますので、ぜひ具体的な河川環境の目標につきましてはご意見をいただきながら、
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できる限り素案の内容に反映していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお

願いを申し上げます。 

次に、住民の方々に聴く会ということでございます。これは、7月8日に美馬会場での

主なご意見でございます。ここからは少しご意見だけご紹介させていただきます。一番上

は、三加茂町の今工事をやっているところの方でございますが、本川だけではなくて、や

はり本川と支川、いわゆる県の管理区間というのは当然つながっておりまして、そこの堤

防処理をやるわけでございますけれども、堤防整備と同時に内水対策も一緒にやってほし

いと、内水被害が少なくなるような方法を考えてほしいというご意見でございます。 

それから2つ目、これも同じ地区の違う方でございますけれども、これから堤防ができ

るところには非常に歴史的な景観が残っているところがあると、ちょうどそこに今堤防の

計画線が入っておりまして、ぜひそういうものも残したいので、堤防の法線といっており

ますけれども、つくる位置ですね、それを幾つか何かそういうことも考慮して考えてもら

えないかといった意見でございます。 

それから、一番下は、先ほど少し説明しましたが多自然型工法で堤防をやっていきま

すという話の中で、今まで河川工事でもそういうことをやってきているけれども、必ずし

もうまくいってない部分もあるのではないかと、これは我々も実は試験的に、ここ10数年

間、5年間ぐらいですか、やってまいりまして、すべてがうまくいっているとは思ってお

りませんが、今まで実績ができましたので、今後ともそういった面につきましてはうまい

方法を考えていきたいと思いますが、ここのご要望は、そういったつくるときには専門家

とかあるいは地元の住民の方の意見も聞いてほしいといったことでございます。 

次に、7月9日に高知県会場、土佐町でもやりました。これは上流域ということになる

わけでございますが、ここでは2つでございます。上流の県管理区間についても浸水被害

がたびたび発生しているということでございまして、今、当然直轄管理区間というのは、

池田から上流はダムの区間だけでございますので、そういうふうに指定区間、いわゆる県

の管理区間になっているところについては堤防の整備など何も示されていない状態なので、

ぜひ直轄化いわゆる国で管理してもらえるようにならないかというご意見でございます。 

それから下、ダムの洪水調節機能の云々と書いてございますけれども、これはダムか

ら放流された水によって下流に被害が起きているということで、そこら辺、ダムの機能を、

もう少し洪水調節の機能をアップしてくれないかとか、放流の仕方をこうしてくれないか

とか、そういったご意見でございました。 
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次に、市町村長からの意見ということで、これは中流域で7月11日に聞きました意見で

ございます。3つほど挙げてございますけれども、まずこれは中流域でございますので、

どっちかというと無堤地区、長い間待ってきたと、やはり浸水も非常に多いので早く無堤

地区の解消をお願いしたいと。 

それから、2つ目。これは川の利用の面からのご意見でございまして、やはり中流、上

流域というのは下流に比べて非常に空間が少ないと、だけど少ないがゆえに整備をしてい

ただいて利用できるようにしてほしいと、下流ばっかりではなくて上流にもつくってほし

いと、こういうご意見。それから、川は観光資源という要素もございますので、船だまり

とか親水施設の整備もお願いしたいということでございます。 

それから、一番下は、5年から10年の間で実施する計画が知りたいと。これは、今、整

備計画の中身が30年間ということで書いてございます。ただ、30年間と言われてもよくわ

からないので、もう少し近々の、どこをやっていくんだということを教えていただいたら

いいということでご意見が出ました。 

それから、これはきのう、22日に吉野川市におきまして行いましたけれども、3つほど

ですね。これも同じように、無堤地区の築堤を早くやってもらいたいという話が幾つも出

ました。それから、内水対策につきましては、内水被害軽減に向けて排水機場、35カ所の

内水地区があるというふうにご説明しましたけれども、それぞれの地区でやはりそういう

取り組みを早くお願いしたいということ。それから最後に、これは利水の面です。農業用

水を川から水をとっておりますけれども、最近非常に水の水位が低くなってとりにくくな

ったと、取り入れ口の周りに土砂がたまったり、あるいは木が茂っていると、そういった

ものについても対策をお願いしたいというようなご意見がございました。 

以上でございます。 

○ファシリテータ 

 どうもありがとうございました。以上で、河川整備計画素案とこれまでの意見を聴く会

での表明された意見概要のご説明が終わりました。この後、皆さんからご意見、ご質問を

お願いするのですけれども、少し会場設営を変えますので10分ほど休憩をとりたいと思い

ます。後ろの時計で今45分ですので、55分から再開したいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

〔午後  3時45分  休憩〕 

〔午後 3時55分  再開〕 
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6）吉野川水系河川整備計画【素案】についての質問と意見 

○ファシリテータ 

場所を特定した意見あるいはご質問がある場合に、皆さんのお手元の整備計画素案に

附図というのがございます。この附図の中でこの場所だということを、あらかじめお手元

の資料に書き込んでおいていただきますと、担当の者がマイクを持って伺いますので、そ

のときに場所を確認させていただいて、それを画面に映すようにいたしますので、その点

もご協力をよろしくお願いいたします。 

皆さんお席におつきみたいですので、時間は早いですけれども、始めたいと思います。

まず、ちょっと皆さんに再度ご確認をお願いしたいのですけれども、お手元の資料、先ほ

どお話しいたしました、「『吉野川流域住民の意見を聴く会』参加者の皆さんへのお願

い」の、発言について3つのお願いというのがございます。前のスクリーンにも出ている

と思うのですけれども、発言は一度に同時に複数の方に発言していただくと、ご意見を伺

うことができないので、お1人ずつお願いしたいと思いますので、そのために必ず挙手を

お願いいたします。挙手された後私の方でご指名いたしますので、そうしましたら、係の

者がマイクをお持ちいたします。マイクを通じて、まずお名前と、それからお住まい、市

町村名までで結構ですので、それをおっしゃっていただいた上で、ご意見・ご質問等の発

言をお願いしたいと思います。 

発言については、なるべくわかりやすい言葉でお願いしたいということと、本日70名

以上の方に来ていただいてまして、残念ながら皆さんにお話を聞く時間が1時間余りしか

ございませんので、すべての方のご意見はもしかすると、というよりは、まずお聞きでき

ないだろうと思いますけれども、なるべくたくさんの方にお話をお聞きしたいので、要点、

ご意見・ご質問については、できれば二、三点に絞って簡潔にお願いしたいということで

す。 

それ以上にもちろん皆さんご意見・ご質問等おありでしょうから、それにつきまして

は、先ほどお話しした意見記入用紙、国交省あての意見記入用紙、あるいは、ＮＰＯ法人

コモンズあての意見記入用紙でご記入いただければ、発言いただいた意見と同じように意

見として賜りますので、そちらの方でご協力をいただければと思います。 

それでは早速挙手していただいて、ご意見等を賜りたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。どうぞ。 

○参加者（Ａさん） 
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 私、松茂町のＡと申します。私たちが住んでいる町は、広島北川向三ノ越と申しまして、

旧吉野川のちょうどバイパスの下、広島橋の下でございます。そこで住まいしております

が、国交省が51年か52、3年ごろと思うのですけれども、川幅を広げるということで線引

きをいたしました。そして、もう旧吉野川で一番狭いところでございます。まあそういう

ことで、線引きをしたということで、もう25年もなるのでございますが、一向に国交省も

計画を示してくれないと、そういうことでございまして、我々住民は本当に困惑をしてお

るわけでございます。 

町の事業においても、集落排水、そういうことはもう川になるんだから、まあ除外し

といていいんだろうと、そういうようなこと、また平成16年の台風の場合でも、本当に水

が冠水し、排水がございません。排水が、川がつかえたら、もう川の高さぐらいまで家屋

のなにに入るわけでございます。そういうことで、住民は非常に困っておる次第でござい

ます。 

平成16年の台風でも、町の建設課、それから水防団員が、昼夜兼行で排水をしていた

だいたようなわけで、雨水がもうたくさん降ると、簡単に浸水するわけでございます。そ

ういうことで、国交省も早く計画を示していただいて、ただいま町村長の意見でございま

すが、5年、10年ぐらいにその計画を示してほしいと私は思うのでございます。 

そういうことで、よろしくお願いを申し上げます。 

○ファシリテータ 

 はい、ありがとうございます。松茂町のバイパスの広島橋ですか、その下の部分の河川

拡幅計画が昭和50年代に示されているにもかかわらず、その後何の音沙汰もないというこ

とです。いかが、どうなっているんでしょうかということなんですけれども、何かお答え

していただけますでしょうか。 

○河川管理者 

先ほどご説明させていただきました副所長の山地でございます。よろしくお願いいた

します。長い間待っていただいておって、非常に申しわけございませんが、いろいろこれ

まで予算の関係もございまして時間がかかってきたということにつきましては、おっしゃ

るとおりでございます。今回の整備計画の中に、附図の中でもつけてございますけれども、

今ご指摘の河川につきましては、整備をしていくということで、絵にも、今のところは案

でございますけれども、載せてございます。今ご承知のように、旧吉野川につきましては

新喜来と、それから中喜来をやっていっているわけでございますけれども、今ご指摘の広
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島箇所につきましても、引き続き優先的にやっていきたいということで位置づけをしてお

りますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○参加者（Ｂさん） 

 鳴門です。Ｂといいます。やっぱり皆さん方、共通理解・共通認識の必要があるように

思います。したがって、これは、今国土交通省の膨大な計画、緻密な計画、総合的な、網

羅的な、全部これは入っていますね。したがって、これは議論をする上で、共通理解・共

通認識といいますが、まず大事なのは行政が何をすべきか、それからいわゆる学識者です

か、それから地域住民、総合的なやっぱりそういう共同の課題という認識で当たられる必

要がある。 

 私は実はきょう吉野川をずうっと回ってみてきたんだけどね、言うたら、本当に切実な

住民の課題がわかりますね。そこの何とか、洪水に対する悲惨な状況を見てきましたね。

したがって、そういう点で見ましたら、この吉野川流域の問題でなしに、やはりこれは国

のいわゆる直轄の課題でもあるし、それから徳島県自身の行政的な課題であると。そこに、

私たち住民が何ができるか、何をせんといかんか、そこら辺の共通理解・共通認識で、や

はりこの議論を深めていって、そしてコモンズの方、非常にご苦労と思いますね。ちょっ

とこれを見ましたら、いろんな多様な価値観を尊重しながら、お互いの人間性を尊重して、

それを寛容な精神で認め合うと。そこら辺で共通理解・共通認識、よりよい徳島県の行政、

または国の方の行政が推進するのでなかろうかと。総論でございますが、そういうように

思って、興味深く参加したわけでございます。 

以上。 

○ファシリテータ 

 はい、ありがとうございます。よりよい吉野川づくりのためには、行政あるいは住民の

方々、皆さんがそれぞれ役割を担っていくことが大変重要だというご意見だというふうに

ご理解させていただいています。よろしいでしょうか。 

では、次の、どうぞ。 

○参加者（Ｃさん） 

 徳島市のＣと申します。今まで県・国土交通省の方にいろいろお願いをしてまいりまし

た。今切川とそれに伴う整備計画がほとんど入れていただいておる、大変感謝申し上げて

おります。 

附図で38と41でございます。その宮島江湖川、榎瀬江湖川の今切川との接点の部分に
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堰をつくっていただけるという計画になっておりますが、何分川内は低湿地帯でございま

すので、台風被害だけでなくて、今回の南海地震等に大変住民も不安を感じておりますの

で、整備計画にはめていただいたと同時に、できるだけ早期に整備をしていただきたいと

いうお願いをしてきおきたいと。 

それから、この小河川の方に、排水ポンプでこの小河川の方へ排水をしておりますの

で、洪水時のときなんかはこれがさばけませんので、堰をつくっていただくと同時に、ポ

ンプも整備していただきたいというふうにお願いしておきたいと思います。 

○ファシリテータ 

 はい、ありがとうございます。今切川の支流の堰の計画はありがたいということと、あ

わせて排水ポンプの設置もお願いしたいということでよろしいでしょうか。これについて

何かございますか。 

○河川管理者 

 はい、山地でございます。今おっしゃっていただいたとおり、整備計画の中で、堰とい

いますか水門ですね、2カ所今計画に入れてございます。それと、ご意見がございました

排水機場でございますけれども、排水機場につきましては、先ほどからもご説明はしてい

るところでございますけれども、たくさんほかの地区にもございまして、今後は家屋浸水

被害が著しい地区といったところも一応検証しながら、いつできるか、その時期につきま

しても、今後着手時期を判断していきたいというふうに思っております。そういったとこ

ろでよろしくお願いいたします。 

○ファシリテータ 

 はい。排水機場については今後検討しながらということでよろしいでしょうか。 

はい、では、次の方。では、手前の方。 

○参加者（Ｄさん） 

いろいろお世話になっております。この内容を調査、見ますと、6年前に。 

○ファシリテータ 

お名前と。 

○参加者（Ｄさん） 

川内町のＤでございます。堤防をするには、堤防の寿命が何年かかるのだという、こ

の河川安全率というんですか、これが入っておらんですね。6年前の第十堰問題のときに

は、吉野川全体を150分の1に計画しておりますということを説明しておりました。それで、
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この150分の1というのは、150年のうちに起きるであろう一番大きい水害に対応する堤防

をするんだという説明でございまして、非常に私も共感したんでありますが。 

そのときには、吉野川は150分の1、淀川・利根川は200分の1、オランダは何と6000分

の1でありました。こういうような河川計画は、今回全然入っておらんのですね。それで、

吉野川を改修せんとするには、このたびは安全率を何ぼに見ておるのであろうとかと、こ

れが、私たちは非常に心配をいたしております。それで、あなた方が何ぼやりますと言う

ても、最終の仕事は、耐用年数が何年だと、これが出なければ絵にかいたもちであります。

それで、もうあれから7年たっておりますから、私は吉野川の河川改修の安全率はもう180

分の1ぐらいに安全率を高めてやっていただきたいんですが、今回この数字的な説明がな

いというのは、どういうところにあるんですか。 

以上でございます。 

○ファシリテータ 

 はい、わかりました。以前の第十堰の議論のときには、150分の1の計画というのが示さ

れていたにもかかわらず、今回の整備計画ではそういった具体的な数値の設定がないとい

うことと、それには堤防の寿命も含めて河川の安全率を今回はどういうふうに考えられて

いるのかというご質問ですけれども、どうぞ。 

○河川管理者 

 徳島河川国道事務所河川調査課長赤澤と申します。よろしくお願いいたします。今吉野

川の河川整備の安全度ということでございましたけれども、これにつきましては、以前と

全然最終目標の部分は変わっておりませんで、150分の1に向けて下流部ではやっていくと

いうことでございますが、まだまだその道のりが長いということでございまして、当面段

階的にやっていきたいということでございまして、今回は平成16年の台風23号の洪水に対

して被害を軽減するということを目的にやっているということでございます。その確率は

大体30分の1でございます。 

○ファシリテータ 

 はい。150分の1が目標であって、今回段階的に整備していくのだけれども、今回の整備

計画素案で示されているのは30分の1のという理解でよろしいんでしょうか。という答え

ですが、はい。 

○参加者（Ｄさん） 

 それではちょっと我々は理解しにくいですね。それで、あなた方がおっしゃっているの
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は、30年間かかって今の設備を、改修を終わるということなんですか。それでは、もう徳

島県は人口が減っていくわ、県民所得は少ないわ、今度は30分の1で説明してたら、今度

20分の1にせられへんかという心配が起きます。そういう点は十分県民の声として表現し

ていただきたいと思うんですね。オランダの6000分の1、それから淀川とか利根川、あれ

が200分の1ですね。我々はもうあれから7年たっておるから、もういっそ200分の1ぐらい

にしてもらいたいと、目標をね。それで、とりあえず30分の1というのは、これはどんな

んですか、30年かかってきょうご説明していただいた計画になるということですか。どう

いうことですか。 

○ファシリテータ 

 今のご質問は、30分の1の安全率で今回の整備計画がおおむね30年間の整備目標が示さ

れていることなので、30年かかって30分の1にするということなのかというご質問ですね。

はい。 

○河川管理者 

 今のお話しでございますけれども、一応結論の方からいきますと、おっしゃるとおり今

後30年で30分の1までの安全度に高めようということでございまして、例えば本川でいき

ますと今上流と下流では違うわけでございますけれども、上流の方ですと、今安全率が3

分の1ぐらいですね。それから、下流の方でも10分の1ぐらいでございます。それを30分の

1ぐらいまでいこうということでございます。それで、最終、基本方針の中に定めている

のは150分の1です、おっしゃるように。この30分の1で30年間やれば終わるということで

はなくて、30分の1でできれば次は、わかりませんけども50分の1、次は100分の1というふ

うに、順番に段階的に安全度を高めていくということでございます。 

それで、四国の中も、見ますと、吉野川が150分の1、淀川とか世界の川の話が出まし

たけども、国内では大体100分の1というぐらいが多うございます。四国でもほかの川では

大体100分の1でございます。淀川とか利根川、大きゅうございますので、そういうふうに

200とかの数字になっていると思いますけれども、これは単に150、例えば、100分の1と

200分の1が数字の上で倍違うから量が倍違うということではございませんので、そこら辺

は皆様誤解のないようにお願いしたいというふうに思います。 

○ファシリテータ 

 はい、ありがとうございます。当面の整備のゴールとして30分の1、ただし段階的に最

終目標では150分の1に高めていくという考え方だという答えですね。 
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○参加者（Ｄさん） 

 お返しするようですけどね、その程度の説明だったら、こんな大げさな県下全体にマス

コミも含めて大々的にする必要はないんじゃないですかね。皆さんは聞いてどうですか。

私は聞いてあきれてしもうておるんですが、これはもっと建設省も努力を、努力目標をも

うちょっと密にしてもらいたいと思います。ここで言ってもある程度の限界がありますか

ら、これ以上言いませんけれども、30分の1では私は不満を表明しておきます。 

○ファシリテータ 

 はい、ありがとうございます。もっともっと努力目標を高めてほしいというご意見を、

河川整備計画の方に反映できないかということですね。 

はい、では、次の方、では、どうぞ。 

○参加者（Ｅさん） 

 Ｅと申します。北島町に在住しております。お尋ねします。昨年台風がありまして、私

どもが住んでおります北島町北村地区の堤防が決壊寸前にまでなりました。これに関連し

て、第十の樋門の開閉なんかは、そういう台風の場合はやっているんでしょうか。それと、

もう1つは、要望として河口堰の可動堰、私は賛成いたします。以上です。 

○ファシリテータ 

 はい、ありがとうございます。昨年度の台風時に北村地区の堤防が破堤寸前だったんだ

けれども、そのときの第十樋門の操作はどうなっているのかというご質問と、河口堰の可

動堰化は賛成だというご意見ということで、1つ目のご質問に対する回答をお願いできま

すでしょうか。 

○河川管理者 

 第十樋門の操作といいますか、これはもう第十樋門ができたときからずっと同じでござ

いますが、基本的には第十樋門を洪水のときには閉めているということでございます。 

○ファシリテータ 

 第十樋門は洪水時に閉めているということなので、上流からの水は旧吉野川には流れて

いないということだそうです。よろしいですか。では、どうぞ。 

○参加者（Ｆさん） 

一番最初に言いよった方と繰り返すようになるんですけど。 

○ファシリテータ 

 申しわけございません。お名前を。 
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○参加者（Ｆさん） 

 私は松茂町広島北川向の旧吉野川の下流域の川淵に家がある者でございます。Ｆといい

ます。済みません。それで、先ほどの方もおっしゃったんですけど、新広島橋というのが

かかってバイパスになっておるんですけど、そのバイパスの、4車線になって、この旧吉

野川の橋脚が、大きい橋脚が2つあって、それが1つになっておるんです。それが3カ所川

の中に立っております。4カ所目は私たちの堤防の内側に20ｍぐらい行ったところに1カ所

と。それと、あとまた40ｍぐらいに1カ所ありまして、あとは土を盛ってセメントで取り

合いになって、その上をバイパスが走っておるような状況でありまして、これは、これも

あの新広島橋はもう10年もなると思うんですけど、こういう橋脚が、川と同じものがつい

ておるので、もうこれは川の拡張になるんだなと、私もいつも思いよったんですけど、い

まだに実施・実現されておりません。それで、私のお父さんも、この隣、5軒ほどあるん

ですけど、このおじさんももう皆亡くなってしもうて、もうその年が私も来よるんです。

それで、これはいつが来たらできるんかいなと思って、いつも思いよるんですけど、今回、

これ、こんなんに初めて来たですけど、どないかこれは予算化していただいて、早急にで

きるものであったら実現をお願いしたいと思います。 

以上です。 

○ファシリテータ 

 はい、ありがとうございます。これは先ほどの方と同じ場所の、早期にお願いしたいと

いうご意見ということでよろしいでしょうか。 

はい、ではほかはいらっしゃいますか。どうぞ。 

○参加者（Ｇさん） 

 北島町のＧと申します。これはお願いなんですが、旧吉野川の流域に板東谷川というの

があるんですが、これは県の管理する河川になるんですが、ここの上流に大分以前から、

もう現在は閉鎖されているんですが、大量の廃棄物が谷に埋められているところがあるん

です。当然谷ですから、大雨がありますと、土石流となって流れ出る可能性が非常に高い

わけですね。もしこれが流れ出すと、当然旧吉野川まで流れてくるわけですから、その廃

棄物の内容なんですが、以前には町村の一般廃棄物の焼却灰がかなり大量に埋められてい

るという事実があるんですが、これは当然焼却灰というのはダイオキシンを大量に含んで

いますから、ダイオキシンが旧吉野川に流れ込んでくる可能性が非常に高いわけですね。 

 もしそうなると、我々はそこの下流で利水をしていますから、我々の上水が使えなくな
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る可能性があるわけですね。当然これは河川管理者の責任として、先ほどの整備計画の中

でも水質保全ということがうたわれていますので、これは県になるんですが、県との連携

でもって対策を講じていただきたいと。それで、以前にある団体を通じまして、県の方に

そのことを申し入れしたことがあるんですが、100万ｍ3を超える大量の土砂が堆積してい

るものですから、土砂というか廃棄物が堆積しているものですから、県も非常に及び腰で、

対応してくれないという経緯がございます。ぜひ、河川管理の観点から国交省の方に県と

の連携でもって対策を講じていただきたいというお願いでございます。 

○ファシリテータ 

 はい、ありがとうございます。板東谷川上流の焼却灰を大量に含む廃棄物が100万ｍ3ほ

どあって、これは下流の水質、ひいては飲料水にも影響を及ぼしかねないので、何とか対

策をということなんですが、これについて何かコメントはいただけますか。 

○河川管理者 

 山地でございます。状況をまず確認させていただきまして、今おっしゃるように県の方

にも連携をとれるように、今後話をしていきたいというふうに思っております。 

○ファシリテータ 

 はい、ありがとうございます。まず、状況調査の上、県と協議をしていきたいというお

答えです。ほかにございませんか。 

 まだ時間は十分ございますので、どんなことでも結構ですから、質問・ご意見、ござい

ましたら。 

 よろしいですか。では、これ以上促しても皆さんあれでしたら、意見表明の機会は、繰

り返しになりますけれども、こちらの匿名による意見表明、これは、繰り返しますが、氏

名等が河川管理者である国土交通省に知られたくないけれども、ちゃんと意見表明はして

おきたいという方がいらっしゃいましたら、私どものＮＰＯで責任を持って、皆さんのお

名前はお伏せした上で、意見内容について国土交通省に正確に伝えるようにしたいと思い

ますので、こちら、ホームページ・ファクス、あるいは本日手渡しでも結構ですから、そ

れに意見をお書きいただければと思います。 

もう1つは、直接意見記入用紙、こちらの方にご記入いただいて、国土交通省の方に、

本日受け付け箱がございますので、そちらに提出していただいても結構ですし、ファクス

でもこちらも意見を受け付けておりますので、そちらの方にご意見をいただければと思い

ます。 
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最後にもう一度だけ確認いたしますけれども、皆さんもう本日この場で表明されたい

ご意見、あるいは確認しておきたい質問事項等はございませんでしょうか。 

 なければ、私どもの方の進行は以上ということですので、皆さん、最終、最後に本日ご

表明いただいた意見内容について、簡単にご説明をして終わりたいと思います。 

まず、1件目、松茂町の方から、広島橋の下の河川拡幅についてどのように考えている

のか、いつごろできるのかというようなことをご確認、できれば5年、10年以内に何とか

やっていただきたいというご意見・ご要望です。 

それから、2件目、鳴門のＢさんについては、共通理解が重要だということで、行政・

住民、それぞれ立場を踏まえた上で、協力しながらよりよい吉野川づくりに向けて頑張っ

ていかなきゃいけないよねという応援のエールだと思います。 

それから、3番目が徳島市のＣさんからで、今切川の堰が今回の計画に盛り込まれてい

るのは非常に歓迎しているということと、排水機場をあわせて設置してもらえないだろう

かというご意見です。 

それから、4番目の川内町のＤさんについては、河川安全率についてご意見がございま

して、現時点では30年かけて河川安全率を30分の1に高める計画だという説明に対して、

もっと努力目標を高めて、川の安全率を高めることができるような整備計画にしてほしい

というご意見です。 

それから、5番目に北島町のＥさんで、洪水時の今切川の水位が上がっているんだけれ

ども、第十樋門の操作についてはどうなっているのかというご質問と、河口堰、第十堰は

個人的には賛成されているというご意見ですね。 

それから、6番目の松茂町Ｆさんについては、1番目のＡさんと同じご意見ということ

で、1日でも早く河川拡幅をしてほしいということ。 

最後に北島町のＧさん、板東谷川の廃棄物の処理について、飲料水の安全性にもかか

わる問題なので、早急に対策を国と県で協力してやっていただきたいということでした。 

以上で本日の意見を聴く会の私どもの進行は終わりたいと思います。では、皆さんど

うもご協力ありがとうございました。 

○司会 

 喜多さん、どうもありがとうございました。皆様本日は熱心なご意見、誠にありがとう

ございました。本日いただきましたご意見等は十分に尊重し、今後の吉野川水系河川整備

計画にできる限り反映していきたいと存じます。また、本日配付資料の中に、先ほどから
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よく出てきております意見記入用紙を準備いたしておりますので、ご意見のある方は、ご

記入の上受付付近の意見回収箱にご投函ください。 

それでは、以上をもちまして、第1回吉野川流域住民の意見を聴く会を閉会いたします。

本日はまことにありがとうございました。 

〔午後 4時25分  閉会〕 

 

 


